
仙台市障害者支援課指導係です。
私からは、「障害福祉サービス等情報公表システム・障害者支援施設等災害
時情報共有システム」について、ご説明させていただきます。
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こちらの目次に沿って、順にご説明いたします。
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はじめに、障害福祉サービス等情報公表システムの概要についてです。
本システムは、①事業所からの運営情報等の報告の受理 と②利用者への適
切な情報提供 を目的として、平成３０年９月に稼働開始されました。

まず①の事業者からの報告です。これは、障害者総合支援法第76条３で事業
者に義務付けられている「障害福祉サービスの内容等の所管庁への報告」を、
本システムを使用して行う、というものです。本システム稼働後は、全ての
事業者は毎年７月末までに本システムを使用して運営状況等を報告していた
だいています。

次に②の利用者への適切な情報提供です。スライド右側の画像は、一般に公
開されている本システムのトップページになります。
障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々
のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにすることを目的とし、
本システムに、施設・事業者から報告された情報を集約し、インターネット
上で公開しているものです。
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次に、事業者が入力する情報についてです。
情報の種類により、基本情報と運営情報に分かれており、また、項目によっ
て「必須入力項目」と「任意入力項目」に分かれています。

必須入力項目は、年に一度の報告で義務付けられている項目ですので必ず入
力していただく必要があるのですが、
任意入力項目につきましても、利用者への適切な情報提供の観点から、可能
な限り入力いただきますようお願いいたします。
なお、年に一度の報告後も、変更があれば随時データの更新をお願いします。

あわせて、任意入力項目のひとつである「システムからの連絡先」について
補足説明をさせていただきます。本システムは事業者単位でログインＩＤが
割り振られているのですが、「システムからの連絡先」欄にメールアドレス
を登録しておくことで事業所ごとにシステムからの連絡を受けることができ
ます。特に複数の事業所を運営されている事業者様は、必要に応じて入力を
お願いいたします。
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次にログイン情報についてです。
初めて事業所の指定を受けた事業者には、指定日から１か月程度で本システ
ムからＥメールでログイン情報が送付されます。
ログイン情報は事業者（法人）ごとにひとつ付与されますので、大切に管理
をお願いいたします。

なお、人事異動などによりログイン情報が分からなくなった場合は、「事業
者名」「事業所名と事業所番号」「電話番号」「システムからのメールを受
けるためのメールアドレス」をご記入のうえ、ご覧のアドレスにメールを送
信いただきますようお願いします。数日で、システムからログイン情報を送
付いたします。
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次に関連ホームページをご紹介します。
「WAM NET情報公表用トップページ」は、利用者の方ほか一般向けに公開さ
れているページになります。どのように公開されているのか、ぜひ一度ご確
認ください。

また、障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板は、事業者向けのマ
ニュアルやＦＡＱなどが掲載されています。入力方法がよく分からない場合
などは、こちらのページをご確認ください。
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最後に、障害者支援施設等災害時情報共有システムとの連携についてご紹介
します。
このシステムは、大規模災害が発生した時に、事業所の被害状況を報告・共
有し、その後の被災事業所等への迅速かつ適切な支援を目的として、令和３
年度から稼働開始しています。
このシステムの各事業者の基本的な情報は、これまでご説明してきた「情報
公表システム」のデ－タを自動反映する仕組みになっていますので、このシ
ステムを有効に活用するためにも、改めて「情報公表システム」の正しい
データ入力をお願いいたします。

7



最後にまとめとさせていただきます。
１点目、事業者に義務付けられている報告は毎年度７月末までに、また、新
規に指定を受けた事業者は、すみやかに入力及び報告をお願いいたします。
また、その後も変更がありましたら随時データの更新と承認依頼をお願いし
ます。
２点目、任意入力項目につきましても、利用者への適切な情報提供の観点か
ら、可能な限り入力いただきますようお願いいたします。
最後に、ログイン情報が不明の場合は、「事業者名」「事業所名と事業所番
号」「電話番号」「システムからのメールを受けるためのメールアドレス」
をご記入のうえ、ご覧のアドレスにメールを送信いただきますようお願いし
ます。

以上で、障害福祉サービス等情報公表システムのご説明を終わります。
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